
労働事業補助金交付要綱 

 

制定 平成２０年 ４月 １日 

改正 平成２２年 ３月２５日 

改正 平成２３年 ３月 １日  

    改正 令和 ３年１０月 １日 

改正 令和 ７年 ４月 １日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、労働者の福祉の増進を図るため、労働者の祭典を祝い、

かつ激励するメーデー行事に対する補助金（以下「補助金」という。）の交付

に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）及び

京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

 

（交付の対象） 

第２条 補助金は、京都市内の労働組合等によって組織される実行委員会が開

催する前条に規定する事業に要する次に掲げる経費であって、市長が必要と

認めるものについて交付する。 

（１）会場設営費 

（２）広報費・印刷物作成費 

 

（補助金の額） 

第３条 補助金は、予算の範囲内において、前条に定める経費の２分の１以内

とする。 

 

（交付の申請） 

第４条 条例第９条に規定する申請は、労働事業補助金交付申請書（第１号様

式。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、事業を実施しよう

とする日の２１日前までに行わなければならない。 

（１）収支予算書 

（２）その他市長が必要と認める書類 

２ 事業を行う法人等は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消

費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

及び地方消費税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づく仕入れに係る消費

税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に



占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して申

請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（標準処理期間） 

第５条 市長は、条例第９条による申請が到達してから１４日以内に条例第１

０条各項の決定をするものとする。 

 

（変更等の承認の申請） 

第６条 条例第１１条第１項第１号による補助事業等の内容又は経費の配分の

変更に係る市長等の承認の申請は、労働事業補助金変更承認申請書(第２号様

式)によって行うものとする。 

２ 条例第１１条第１項第２号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等

の承認の申請は、労働事業補助金中止・廃止承認申請書（第３号様式）によ

り行うものとする。 

 

（実績報告） 

第７条 条例第１８条第１項に規定する報告は、事業終了後７日以内に、労働

事業補助金実績報告書（第４号様式）に、次に掲げる書類を添えて、行わな

ければならない。 

（１）労働事業補助金収支決算書（第５号様式） 

（２）その他市長が必要と認める書類 

２ 事業を行う法人等は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の概算払） 

第８条 交付決定団体は、条例第２１条第２項の規定による補助金の概算払を

受けようとするときは、労働事業補助金概算払請求書（第６号様式）を市長

に提出しなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第９条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第７号様式）により市長に報告しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合、当該仕入控除税額の全部又は一部を納



付させることがある。 

 

（補則） 

第１０条 この要綱の施行に関し、必要な事項は文化市民局長が定める。 

 

   附 則 

この要綱は、決定の日から施行し、平成２０年度分の補助金から適用する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、決定の日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



第１号様式（第４条関係） 

 

年  月  日  

 

（宛先）京都市長 

 

所在地 

 

団体名 

 

代表者名            

 

 

年度労働事業補助金交付申請書 

 

 

上記補助金の交付について、京都市補助金等の交付等に関する条例第９条の規定に基づ

き、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

 

２ 事業の内容 

（１）日時 

（２）場所 

（３）内容 

 

３ 補助金交付申請額    

金       円 

 

４ 添付書類 

  収支予算書 

 

 

 



第２号様式（第６条関係） 

 

年  月  日  

 

（宛先）京都市長 

 

所在地 

 

団体名 

 

代表者名             

 

 

年度労働事業補助金変更承認申請書 

 

 

 年  月  日付け第   号をもって交付決定通知を受けた上記補助金に係る事業

について、下記のとおり変更を申請します。 

 

記 

 

１ 変更内容 

 

 

 

 

 

２ 変更理由 

 



第３号様式（第６条関係） 

 

年  月  日  

 

（宛先）京都市長 

 

所在地 

 

団体名 

 

代表者名             

 

 

年度労働事業補助金中止・廃止承認申請書 

 

 

 年  月  日付け第   号をもって交付決定通知を受けた上記補助金に係る事業

について、下記のとおり中止・廃止を申請します。 

 

記 

 

１ 中止・廃止内容 

 

 

 

 

 

２ 中止・廃止理由 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

年  月  日  

（宛先）京都市長 

 

所在地 

 

団体名 

 

代表者名            

 

 

年度労働事業補助金に係る事業の実績報告書 

 

年  月  日付け第  号をもって交付決定通知を受けた上記補助金に係る

事業について、京都市補助金等の交付等に関する条例第１８条の規定に基づき、下記のと

おり実績を報告します。 

記 

 

１ 事 業 名 

２ 主催団体 

３ 実施日時 

     年   月   日 午前・午後   時   分から 

年   月   日 午前・午後   時   分まで 

４ 実施場所 

５ 実施団体の組織体系 

６ 参加人員 

   総数   団体（うち京都市内    団体、府下  団体、他府県  団体） 

         人（うち京都市内     人、府下   人、他府県   人） 

７ 実施概要 



  

８ 実施結果又は効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 事業に関する刊行物がありましたら添付してください。 

 



第５号様式（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

（宛先）京都市長 

  

所在地 

 

団体名 

 

代表者名             

 

 

年度労働事業補助金収支決算書 

 

 

年  月  日付け第  号をもって交付決定通知を受けた上記補助金について、労働

事業補助金交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

（単位：円） 

収  入 支  出 

科 目 予算額 決算額 主な説明 科 目 予算額 決算額 主な説明 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

※ 補助金収入は、府市別に明記してください。  



第６号様式（第８条関係）
 

         年  月  日  

 

 

（宛先）京 都 市 長             

 

 

所在地 

 

団体名 

 

代表者名             

 

年度労働事業補助金概算払請求書 

 

 上記補助金の交付について、京都市補助金等の交付等に関する条例第２１条第２項

の規定に基づき、下記のとおり補助金の概算払を請求します。 

 

記 

 

 

１ 事業の内容 

 

２ 請求金額      金         円 

 

３ 交付予定額     金         円 

 



第７号様式（第９条関係）
 

         年  月  日  

 

（宛先）京 都 市 長             

 

所在地 

 

団体名 

 

代表者名             

 

   年度労働事業補助金に係る消費税及び 

地方消費税の額の確定に伴う報告書 

 

  年  月  日付け第  号をもって交付決定通知を受けた上記補助金に関する、  

年度消費税及び地方消費税の額について、下記のとおり確定しましたので、労働事業

補助金交付要綱第９条の規定により、報告します。 

 

記 

 

１ 名称 

 

２ 所在地 

 

３ 補助金額（市長が確定通知書により通知した額） 

                円 

４ 消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額 

                円 

 

注 別紙として精算の内訳等、４の金額が分かるものを添付してください。 


